
 

品 川 区 勤 労 者 共 済 会 補 助 金 交 付 要 綱  

 

                   制 定  昭 和 ５ ８ 年 ４ 月 １ 日  

              昭 和 ６ ０ 年 ４ 月 １ 日  要 綱 第 １ １ ３ 号  

改 正  平 成 ３ １ 年 ３ 月 ２ ９ 日  要 綱 第 １ ３ ９ 号  

改 正  令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ９ 日  要 綱 第 ２ ３ ５ 号  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 品 川 区 勤 労 者 共 済 会 （ 以 下 「 共 済 会 」 と い う 。 ）

の 円 滑 な 運 営 を 促 進 す る た め の 経 費 を 補 助 し 、 も っ て 本 区 の 勤 労 者 福 祉

の 増 進 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 対 象 事 業 ）  

第 ２ 条  補 助 の 対 象 と な る 事 業 は 、 共 済 会 の 円 滑 な 事 業 運 営 の た め に 必

要 な 管 理 運 営 費 の う ち 、 区 長 が 必 要 か つ 適 当 と 認 め た も の と す る 。  

（ 交 付 額 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 額 は 、 前 条 の 対 象 事 業 に 要 す る 経 費 の 一 部 と し 、

予 算 の 範 囲 内 で 交 付 す る 。  

（ 交 付 申 請 ）  

第 ４ 条  共 済 会 は 、 補 助 を 受 け よ う と す る と き は 、 次 の 書 類 に よ り 区

長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

 １  補 助 金 交 付 申 請 書 （ 第 １ 号 様 式 ）  

 ２  添 付 書 類  

  ・  収 入 支 出 予 算 書  

  ・  年 間 事 業 計 画 書  

  ・  補 助 金 所 要 額 調 書  



  ・  規 約  

（ 交 付 の 決 定 ）  

第 ５ 条  区 長 は 、 申 請 を 受 理 し た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 適 当 と

認 め た と き は 、 補 助 金 交 付 決 定 書 （ 第 ２ 号 様 式 ） に よ り 共 済 会 に 通 知

す る 。  

（ 請 求 書 の 提 出 ）  

第 ６ 条  共 済 会 は 、 前 条 の 交 付 決 定 通 知 を 受 け た と き は 、 補 助 金 請 求 書

（ 第 ３ 号  様 式 ） を 区 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 実 施 状 況 報 告 ）  

第 ７ 条  区 長 は 、 補 助 対 象 事 業 の 実 施 状 況 に つ い て 必 要 が あ る と 認 め る

と き は 、 共 済 会 に 対 し て 随 時 報 告 を 求 め 調 査 す る こ と が で き る 。  

（ 実 績 報 告 ）  

第 ８ 条  共 済 会 は 、 こ の 補 助 金 交 付 決 定 に 係 る 会 計 年 度 が 終 了 し た と き

は ２ カ 月 以 内 に 当 該 交 付 決 定 に 係 る 事 業 の 実 績 に つ い て の 報 告 書 （ 第 ４

号 様 式 ） を 区 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 是 正 の た め の 措 置 ）  

第 ９ 条  区 長 は 第 ７ 条 の 実 施 状 況 報 告 お よ び 前 条 の 実 績 報 告 を 審 査 の

結 果 、 交 付 の 決 定 内 容 ま た は 、 こ れ に 付 し た 条 件 に 適 合 し な い と 認 め

ら れ る と き は 、 こ れ に 適 合 さ せ る た め の 措 置 を と る こ と が で き る 。  

（ 交 付 決 定 の 取 消 ）  

第 １ ０ 条  区 長 は 、 共 済 会 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 し た と き は 交 付 決 定

の 全 部 ま た は 一 部 を 取 消 す も の と す る 。  

 １  偽 り 、 そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 交 付 を 受 け た と き 。  

 ２  他 の 用 途 に 使 用 し た と き 。  

 ３  交 付 決 定 の 内 容 ま た は こ れ に 付 し た 条

件 に 違 反 し た と き 。  



（ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 １ １ 条  区 長 は 、 共 済 会 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 し た と き は 期 限 を 定

め 、 当 該 部 分 に 係 る 補 助 金 の 返 還 を 命 ず る も の と す る 。  

 １  前 条 に よ り 交 付 決 定 の 全 部 ま た は 一 部 が 取 り 消 さ れ た と き 。  

 ２  補 助 金 の 額 が 確 定 し た 場 合 に お い て 既 に そ の 額 を 超 え る 補 助 金

が 交 付 さ れ て い る と き 。  

（ 違 約 金 ）  

第 １ ２ 条  共 済 会 は 、 前 条 に よ り 交 付 決 定 の 全 部 ま た は 一 部 を 取 り 消

さ れ 、 そ の 返 還 を 命 ぜ ら れ た と き は 、 そ の 命 令 に 係 る 補 助 金 受 領 の 日

か ら 納 付 の 日 ま で の 日 数 に 応 じ 、 当 該 補 助 金 の 額 （ そ の 一 部 を 納 入 し

た 場 合 に お け る そ の 後 期 間 に  つ い て は 、 既 納 額 を 控 除 し た 額 ） に つ

き 年 １ ０ ． ９ ５ ％ の 割 合 で 計 算 し た 違 約 金 （ １ ０ ０ 円 未 満 の 場 合 を 除

く 。 ） を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 延 滞 金 ）  

第 １ ３ 条  共 済 会 は 、 補 助 金 の 返 還 を 命 ぜ ら れ た 場 合 に こ れ を 納 期 日

ま で に 納 付 し な か っ た と き は 、 納 期 日 の 翌 日 か ら 納 付 の 日 ま で の 日 数

に 応 じ 、 当 該 未 納 額 に つ き 年 １ ０ ． ９ ５ ％ の 割 合 で 計 算 し た 延 滞 金

（ １ ０ ０ 円 未 満 の 場 合 を 除 く 。 ） を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 事 情 変 更 に よ る 届 出 ）  

第 １ ４ 条  共 済 会 は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 後 に 事 情 の 変 更 を 生 じ

た と き は 、 速 や か に そ の 旨 を 届 出 て 、 区 長 の 指 示 を 受 け る も の と す る 。  

（ 関 係 書 類 の 保 管 ）  

第 １ ５ 条  こ の 補 助 金 の 交 付 に 係 る 予 算 と 決 算 の 関 係 を 明 ら か に し た

書 類 を 当 該 年 度 終 了 後 ５ 年 間 保 管 し な け れ ば な ら な い 。  

 

   付  則  



 こ の 要 綱 は 、 昭 和 ５ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

 

   付  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  



第 １ 号 様 式  

                        年   月   日  

 品 川 区 長  

              様  

                 申 請 者 住 所  

                 団  体  名  

                 代 表 者 名                        

 

          補  助  金  交  付  申  請  書  

 

 品 川 区 勤 労 者 共 済 会 補 助 金 交 付 要 綱 に 基 づ き 、 下 記 金 額 を 交 付 さ れ た

く 関 係 書 類 を 添 え て 申 請 い た し ま す 。  

 

                 記  

 

 補 助 金 交 付 申 請 金 額           

    円  

 

 （ 添 付 書 類 ）  

 １ ． 収 入 支 出 予 算 書  

 ２ ． 年 間 事 業 計 画 書  

 ３ ． 補 助 金 所 要 額 調 書  

 ４ ． 規 約  

 

 

 



第 ２ 号 様 式  

                          第    号  

                        年   月   日  

 品 川 区 勤 労 者 共 済 会  

  会 長        様  

                  品 川 区 長  

 

 

          補  助  金  交  付  決  定  書  

 

     年   月   日 付 で 申 請 の あ っ た     年 度 品 川 区 勤 労

者 共 済 会 補 助 金 に つ い て 、 下 記 の と お り 交 付 す る 。  

 

                 記  

 

 １ ． 交 付 金 額                 円  

 

 ２ ． 交 付 方 法  

 

 

 

 

 

 

 

 



第 ３ 号 様 式  

                        年   月   日  

 品 川 区 長  

           様  

                 申 請 者 住 所  

                 団  体  名  

                 代 表 者 名                      印  

 

          補  助  金  請  求  書                                         

 

     年   月   日 付 け 、  第   号 を も っ て 交 付 決 定 を 受 け た

    年 度 品 川 区 勤 労 者 共 済 会 補 助 金 に つ い て 、 下 記 の 金 額 を 請 求 い

た し ま す 。  

 

                 記  

 

 請 求 額                円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 ４ 号 様 式  

                        年   月   日  

 品 川 区 長  

           様  

                  申 請 者 住 所  

                  団  体  名  

代 表 者 名                       

 

          事  業  実  績  報  告  書                                         

 

     年   月   日 付 け 、 第   号 を も っ て 交 付 決 定 を 受 け た

    年 度 品 川 区 勤 労 者 共 済 会 補 助 事 業 実 績 に つ い て 、 次 の 関 係 書

類 を 添 え て 報 告 す る 。  

 

                 記  

 

 １ ．     年 度  事 業 実 績 報 告 書  

 

 ２ ．     年 度  収 支 決 算 書  

 

 ３ ．     年 度  補 助 金 精 算 書  

 


